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モンゴルにおける不利益処分手続の展開（二・完）　

モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
不
利
益
処
分
手
続
の
展
開
（
二
・
完
）　

─
─
二
〇
一
五
年
行
政
一
般
法
以
降
の
状
況
─
─

ド
ゥ
ル
グ
ー
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ト
ト
ル
ガ
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第
三
章　

不
利
益
処
分
手
続
の
運
用
状
況

　

本
章
で
は
、
行
政
実
務
に
お
け
る
不
利
益
処
分
手
続
の
運
用
状
況
を
整
理
し
た
う
え
で
、
不
利
益
処
分
手
続
の
問
題
に
つ
い
て
そ
の

原
因
と
事
情
を
分
析
す
る
。

第
一
節　

先
行
調
査
結
果
の
整
理

　

一
般
法
の
運
用
状
況
に
関
す
る
調
査
を
最
初
に
行
っ
た
の
は
、
在
モ
ン
ゴ
ル
オ
ー
プ
ン
・
ソ
サ
エ
テ
ィ
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
（O

pen So-

ciety Forum

、
以
下
「O

SF
」
と
い
う
。）
で
あ
る
。
同
機
関
は
、
二
〇
一
六
年
七
月
一
日
か
ら
二
〇
一
六
年
一
二
月
一
日
ま
で
の
間

に
、
各
行
政
区
画
の
執
行
機
関
（
知
事
）
お
よ
び
議
決
機
関
（
議
会
）
を
対
象
と
し
て
調
査
を
行
っ
た
。
第
二
の
調
査
は
、
在
モ
ン
ゴ

ル
ハ
ン
ス
・
ザ
イ
デ
ル
財
団
（
以
下
「H

SS
」
と
い
う
。）
が
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
同
調
査
は
、
二
〇
一
七
年
一
二
月
か
ら
二
〇
一

八
年
六
月
の
間
に
、
一
部
の
地
方
公
共
団
体
の
ほ
か
、
主
に
中
央
官
庁
を
対
象
に
行
わ
れ
た
。
こ
の
二
つ
の
調
査
は
、
調
査
方
法
・
対

象
の
行
政
機
関
を
異
に
し
て
い
る
。

　

図
表
2
に
示
し
た
通
り
、H

SS

の
調
査
は
、
一
般
法
の
一
部
の
条
文
を
除
き
ほ
ぼ
す
べ
て
の
規
定
の
運
用
を
調
べ
て
い
る
が
、

O
SF

の
調
査
は
、
処
分
手
続
と
命
令
制
定
手
続
に
関
す
る
規
定
の
み
を
対
象
と
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、O

SF

の
調
査
は
、

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
方
法
を
用
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、O

SF

の
委
託
を
受
け
た
各
機
関
（N

GO

）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
地
方
公
共

団
体
を
担
当
し
、O

SF

の
作
成
し
た
質
問
用
紙
に
基
づ
き
、
担
当
す
る
地
方
公
共
団
体
の
処
分
や
命
令
等
を
項
目
ご
と
に
チ
ェ
ッ
ク

す
る
方
式
を
と
っ
て
い
る
。

　

他
方
、H

SS

の
調
査
は
、
行
政
機
関
の
職
員
、
裁
判
官
、
一
般
国
民
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
に
加
え
て
、
行
政
機
関
の
公
表
す

（
84
）
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モンゴルにおける不利益処分手続の展開（二・完）　

る
資
料
と
裁
判
例
を
分
析
す
る
方
法

を
用
い
て
い
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ

の
調
査
結
果
を
み
て
い
く
。

　
　

一　

O
SF

の
調
査

　

1　

調
査
結
果

　

O
SF

の
調
査
は
、
一
般
法
施
行

の
直
後
の
状
況
を
把
握
し
、
ま
た
、

調
査
を
通
じ
て
各
地
方
公
共
団
体
で

の
一
般
法
に
対
す
る
認
識
の
向
上
を

は
か
る
こ
と
を
目
的
に
行
わ
れ
た
。

　

O
SF

は
、
二
〇
一
七
年
七
月
に

調
査
結
果
を
公
表
し
て
い
る
。
調
査

結
果
書
で
は
、
ま
ず
図
表
3
が
示
さ

れ
、
地
方
公
共
団
体
で
は
、
意
見
聴

取
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
処
分
調
書

や
監
督
書
が
作
成
さ
れ
て
い
な
い
と

い
う
調
査
結
果
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

（
85
）

（
86
）
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図表 2 　行政一般法の運用状況に関する調査の概要
機　関 OSF の調査 HSS の調査

期　間 2016.7.1-2016.12.1 2017.12-2018.6

対　象

21県：知事と議会
21中央郡：知事と議会
1 首都：知事と議会
8 区：知事と議会

行政機関：
・内閣官房
・13省
・27庁
・国会が設立する行政機関

地方公共団体：
・ウランバートル市
・スヘバータル県
・オルハン県
・ブルガン県テシグ郡

裁判官：
・ウランバートル市行政裁判所裁判官
・高等行政裁判所裁判官

条　文

24条
25条
27条
28条
29条
40条
43条

第 1 章から第10章
（第 7 章と一部の条文を除く）の条文

調査方法 アンケート調査

・インタビュー調査
・判例分析
・資料分析
・アンケート調査

出所：OSF と HSS の調査結果書に基づき筆者が作成



そ
の
理
由
と
し
て
は
、「
上
級
行
政
機
関
か
ら
指
導
が
な
か
っ
た
」
と
い
う
回
答
が
多
く

あ
り
、
上
級
行
政
機
関
の
対
応
の
不
十
分
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
他
の
結
果
と
し
て
は
、
第
一
に
、
監
督
書
を
作
成
し
て
い
る
行
政
機
関
で
は
、
監

督
書
に
お
い
て
手
続
に
関
与
し
た
職
員
の
氏
名
と
職
名
の
み
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
手
続

へ
の
参
加
の
程
度
に
つ
い
て
記
載
が
な
い
た
め
、
職
員
へ
の
処
遇
を
決
定
す
る
こ
と
が
困

難
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
第
二
に
、
行
政
機
関
は
、
証
拠
を
十
分
に
収
集

せ
ず
処
分
を
下
し
て
い
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
証
拠
収
集
の
際
に
多
く
使
わ
れ
て
い
る

方
法
は
、
法
令
の
謄
本
（
一
般
法
二
五
条
一
項
五
号
）
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
証
拠
に
基

づ
く
事
実
認
定
を
十
分
に
行
う
こ
と
な
く
、
処
分
を
下
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
限

り
で
は
、
多
面
的
な
証
拠
に
基
づ
き
処
分
を
下
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

　

O
SF

は
、
以
上
の
よ
う
な
運
用
状
況
の
背
景
と
し
て
、
行
政
機
関
の
職
員
の
一
般
法

に
対
す
る
認
識
の
不
十
分
さ
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
般
法
の
概
要
に
関
す
る
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
の
作
成
や
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
、
な
ら
び
に
、
一
般
法
の
定
め
る
手
続
を
さ
ら

に
詳
細
に
し
た
規
則
な
ど
の
制
定
を
促
進
す
べ
き
と
し
て
い
る
。

　

2　

調
査
結
果
の
評
価

　

図
表
3
の
調
査
結
果
か
ら
は
、
全
処
分
数
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
処
分
の
う
ち
、
具

体
的
に
ど
の
よ
う
な
処
分
に
つ
い
て
事
前
手
続
が
行
わ
れ
て
い
な
い
の
か
が
明
ら
か
で
な

（
87
）

（
88
）

（
89
）

（
90
）
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図表 3 　OSFの調査結果
行政機関 調査対象の行政処分数 共通の問題点

県と首都の議会 1782の処分
・意見聴取が行われていない
・処分調書が作成されていない

県と首都の知事
2590の処分

21県のうち 3 県しか（アルハンガイ県、ウムヌゴビ県、
トゥブ県）処分調書の様式を作成していない

郡と区の議会
89の処分

・意見聴取が行われていない
・処分調書が作成されていない

郡と区の知事 1249の処分
・意見聴取が行われていない
・処分調書が作成されていない

出所：OSF の調査結果書からの引用



モンゴルにおける不利益処分手続の展開（二・完）　

い
。
ま
た
、「
意
見
聴
取
が
行
わ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
記
載
の
み
で
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
問
題
が
あ
っ
た
の
か
も
明
確
に
な

ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
筆
者
は
、O

SF

に
調
査
結
果
の
素
材
と
な
っ
た
資
料
の
開
示
を
請
求
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、O

SF

の
調
査
に

は
、
い
く
つ
か
の
欠
点
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
第
一
に
、
授
益
的
処
分
を
不
利
益
処
分
と
し
て
扱
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る

点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
土
地
占
有
権
の
申
請
許
可
処
分
（
オ
ル
ホ
ン
県
知
事
二
〇
一
六
年
九
月
二
日
Ａ
／
四
三
七
）
は
不
利
益
処
分
に

数
え
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
第
二
に
、
命
令
制
定
手
続
が
適
用
さ
れ
る
命
令
等
が
、
不
利
益
処
分
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。

例
え
ば
、
ト
ゥ
ブ
県
知
事
の
県
内
事
業
に
関
す
る
命
令
（
二
〇
一
六
年
一
二
月
二
六
日
Ａ
／
七
二
五
）
が
、
不
利
益
処
分
に
分
類
さ
れ

て
い
た
。
第
三
に
、
不
利
益
処
分
で
あ
っ
て
も
、
名
宛
人
の
同
意
の
上
で
さ
れ
て
い
る
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
例
え
ば
、
公
務
員
の
申

請
に
基
づ
き
退
職
処
分
が
さ
れ
た
事
例
も
、
意
見
聴
取
を
要
す
る
処
分
と
し
て
数
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
不
備
が
あ
る
た
め
、
調

査
の
信
用
性
に
は
、
疑
問
が
生
じ
る
。
こ
の
よ
う
な
不
備
の
理
由
と
し
て
は
、
ま
ず
、
同
調
査
が
一
般
法
制
定
の
直
後
に
実
施
さ
れ
た

点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
調
査
を
行
う
側
と
受
け
る
側
に
、
一
般
法
に
対
す
る
理
解
が
欠
け
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
ま
た
、
同
調
査
は
、O

SF

が
作
成
し
た
基
本
指
針
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
実
際
に
調
査
活
動
を
担
っ
た
の
は
、

法
分
野
以
外
のN

GO

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、O

SF
の
調
査
は
、
一
般
法
施
行
当
時
に
お
い
て
、
地
方
公
共
団
体
やN

GO

が
一
般

法
を
十
分
に
理
解
で
き
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
　

二　

H
SS

の
調
査

　

1　

調
査
結
果

　

H
SS

の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
は
、
一
般
法
二
五
条
か
ら
二
九
条
お
よ
び
四
三
条
に
定
め
る
手
続
を
実
施
す
る
際
に
ど
の
よ
う
な
支

障
が
あ
っ
た
の
か
を
尋
ね
た
も
の
で
あ
る
。
条
文
ご
と
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
結
果
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

（
91
）
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第
一
に
、
二
五
条
の
証
拠
収
集
に
つ
い
て
は
、
行
政
機
関
が
手
続
関
係
者
に
対
し
て
証
拠
を
請
求
し
て
も
応
じ
な
い
場
合
が
あ
る
た

め
、
十
分
な
証
拠
を
収
集
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
困
難
が
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
証
拠
の
収
集
と
評
価
の
方
法
が
十
分
に
わ
か

ら
な
い
と
い
う
回
答
も
あ
っ
た
。
な
お
、
研
究
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
結
果
に
よ
れ
ば
、
行
政
処
分
に
つ
い
て
十
分
な
証
拠
を
収
集
し

て
お
ら
ず
、
手
続
関
係
者
の
意
見
を
聴
取
し
た
だ
け
で
証
拠
を
収
集
し
た
と
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
あ
る
と
い
う
。

　

第
二
に
、
意
見
聴
取
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
す
べ
て
の
不
利
益
処
分
に
関
し
て
意
見
聴
取
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
困
難
な
点
と

し
て
挙
げ
て
い
る
。
例
え
ば
、
実
体
法
上
の
違
法
性
が
（
証
拠
に
よ
っ
て
）
明
白
で
あ
る
場
合
（
例
え
ば
、
議
会
選
挙
の
立
候
補
者
が

自
ら
の
選
挙
区
の
住
民
に
金
銭
を
支
払
っ
た
と
い
う
選
挙
法
違
反
行
為
が
刑
事
裁
判
所
の
判
決
で
確
定
し
た
場
合
に
、
選
挙
委
員
会
が
、

当
該
立
候
補
者
を
立
候
補
者
名
簿
か
ら
削
除
す
る
決
定
を
下
す
場
合
が
考
え
ら
れ
る
）
に
つ
い
て
も
、
意
見
聴
取
が
求
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
、
課
題
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
通
知
書
を
送
付
し
た
後
、
ど
れ
く
ら
い
の
期
間
が
経
過
す
れ
ば
意
見
聴
取
を
行
う

の
に
相
当
な
期
間
と
み
な
す
か
と
い
う
基
準
の
不
明
確
さ
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
一
般
法
二
八
条
の
意
見
聴
取
が
不
要
と
さ

れ
る
場
合
の
「
公
益
」
や
「
や
む
を
え
な
い
場
合
」
の
概
念
が
不
明
確
で
あ
る
と
す
る
回
答
も
あ
っ
た
。

　

第
三
に
、
処
分
調
書
に
関
し
て
は
、
統
一
的
な
様
式
が
な
い
こ
と
、
お
よ
び
、
そ
の
保
存
方
法
が
不
明
で
あ
る
と
の
回
答
が
あ
る
。

　

第
四
に
、
理
由
の
提
示
に
関
し
て
は
、
名
宛
人
が
処
分
の
通
知
を
故
意
に
受
け
取
ら
な
い
こ
と
に
つ
き
四
〇
％
（
八
件
）、
名
宛
人

が
住
所
地
に
い
な
い
た
め
通
知
書
を
受
け
取
ら
れ
な
い
こ
と
に
つ
き
五
五
％
（
一
一
件
）、
名
宛
人
に
対
し
て
通
知
を
送
付
す
る
適
切

な
時
期
を
決
め
る
こ
と
に
つ
き
五
％
（
一
件
）
の
機
関
が
、
困
難
な
点
と
回
答
し
て
い
る
。
ま
た
、「
行
政
処
分
の
根
拠
規
定
が
明
記

さ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
点
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
92
）

（
93
）

（
94
）

（
95
）

（
96
）

（
97
）
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2　

調
査
結
果
の
評
価

　
H

SS

の
調
査
は
、
行
政
機
関
の
職
員
・
研
究
者
・
裁
判
官
に
対
し
て
「
一
般
法
の
運
用
上
ど
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
っ
た
の
か
」

と
い
う
問
に
つ
い
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
回
答
を
整
理
し
き
れ
て
い
な
い
部
分

や
、
簡
易
か
つ
抽
象
的
な
回
答
に
す
ぎ
な
い
部
分
も
あ
る
。
た
だ
し
、
一
般
法
の
規
定
を
実
際
に
運
用
し
て
い
る
公
務
員
か
ら
問
題
点

を
直
接
聞
き
取
っ
て
い
る
点
で
有
意
義
で
あ
る
。

第
二
節　

筆
者
に
よ
る
調
査

　

O
SF

とH
SS

の
調
査
結
果
の
み
で
は
、
行
政
実
務
に
お
け
る
不
利
益
処
分
手
続
の
運
用
状
況
に
対
し
て
何
ら
か
の
評
価
を
下
す
に

は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
筆
者
は
、
二
〇
一
九
年
一
月
四
日
か
ら
二
九
日
ま
で
の
間
に
国
お
よ
び
地
方
公
共
団
体
の
一
〇
の
行
政

機
関
の
法
務
部
の
職
員
を
対
象
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
お
よ
び
（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
）
行
政
機
関
の
不
利

益
処
分
手
続
に
関
す
る
資
料
の
分
析
を
行
っ
た
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
の
対
象
機
関
の
中
に
は
、
不
利
益
処
分
手
続
に
関
す
る
規
則
を

定
め
て
い
な
い
と
こ
ろ
、
お
よ
び
不
利
益
処
分
を
行
う
際
に
使
わ
れ
た
資
料
を
開
示
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
調
査
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
行
政
機
関
に
対
し
て
、
開
示
請
求
に
よ
り
入
手
し
た
不
利
益
処
分
手
続
に
関
す
る
資
料
を
本

調
査
で
用
い
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
不
利
益
処
分
手
続
に
関
す
る
資
料
は
、
意
見
聴
取
の
通
知
書
、
意
見
聴
取
の
記
録
書
、
処
分
調
書
、

監
督
書
、
処
分
の
理
由
提
示
の
通
知
書
に
関
す
る
規
則
お
よ
び
実
例
（
案
件
）
で
あ
る
。

　

本
調
査
の
対
象
と
な
っ
た
行
政
機
関
の
職
員
な
ら
び
に
資
料
を
図
表
4
で
示
し
て
い
る
が
、
国
レ
ベ
ル
で
は
、
鉱
業
・
重
工
業
省
、

通
信
規
制
委
員
会
、
鉱
物
資
源
・
石
油
庁
、
土
地
・
測
量
・
地
図
庁
、
地
方
レ
ベ
ル
で
は
、
首
都
都
市
計
画
局
、
ア
ル
ハ
ン
ガ
イ
県
エ

レ
デ
ネ
ブ
ル
ガ
ン
郡
知
事
、
ソ
ン
ギ
ノ
ハ
イ
ル
ハ
ン
区
知
事
で
あ
る
。
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イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
の
際
に
職
員
か
ら

直
接
入
手
し
、
本
稿
で
用
い
て
い
る
の
は
、

鉱
物
資
源
・
石
油
庁
の
鉱
物
採
掘
許
可
の

延
期
拒
否
処
分
（
二
〇
一
八
年
一
〇
月
三

日
六
九
六
号
）
に
関
す
る
処
分
調
書
、
ア

ル
ハ
ン
ガ
イ
県
エ
レ
デ
ネ
ブ
ル
ガ
ン
郡
知

事
の
懲
戒
処
分
（
二
〇
一
八
年
一
二
月
一

〇
日
）
に
関
す
る
処
分
調
書
、
ソ
ン
ギ
ノ

ハ
イ
ル
ハ
ン
区
知
事
の
規
則
（
二
〇
一
八

年
一
〇
月
一
〇
日
Ａ
／
四
九
二
号
規
則
）、

懲
戒
処
分
（
二
〇
一
八
年
一
二
月
一
一
日

Б
／
七
〇
号
）
に
関
す
る
処
分
調
書
で
あ

る
。

　

資
料
分
析
の
対
象
と
し
た
の
は
、
国
レ

ベ
ル
で
は
、
非
常
事
態
庁
（
二
〇
一
八
年

三
月
五
日
Ａ
／
八
六
号
規
則
）、
専
門
監

察
庁
（
二
〇
一
七
年
一
月
二
七
日
Ａ
／
二

二
号
規
則
）、
地
方
レ
ベ
ル
で
は
、
都
市

（阪大法学）70（6-198）　1484〔2021. 3 〕

図表 4 　筆者による調査の対象
インタビュー調査対象 資料分析の対象

対象機関 インタビュー対象者 対象資料 対象機関 対象資料

国
レ
ベ
ル

鉱業・重工業省
ムンフバヤル
（Мөнхбаяр）

非常事態庁
2018年 3 月 5 日
A/86号規則

通信規制委員会
ナランマンダフ
 （Наранмандах）

専門監察庁 
2017年 1 月27日
A/22号規則

鉱物資源・石油庁
エレデネボルド
（Эрдэнэболд）

・2018年10月 3 日
　696号処分調書
・2010年 7 月 4 日の
　処分調書

土地・測量・地図庁
ドゥルグーンツール
（Дөлгөөнтуул）

地
方
レ
ベ
ル

首都都市計画局 オドフー（Одхүү） 都市土地局

アルハンガイ県
エレデネブルガン郡
知事

ウーガンジャルガル
（Ууганжаргал）

2018年12月10日の通知
書

首都環境保全局
2017年 4 月10日
A/25号規則

ソンギノハイルハン
区知事

ムングンシャガイ
（Мөнгөншагай）

・2018年10月10日
　A/492号規則
・2018年12月11日
　Б/70号処分調書

ドロノゴビ県知事
2016年 9 月 1 日
A/382号規則

ホブド県知事
2017年 1 月19日
A/13号規則

ソンギノハイルハン区
土地局

2017年12月20日
の通知書

＊ 1 　インタビュー調査者の名簿の公開については、全員の許可を得ている。
＊ 2 　「処分調書」という表記のものは、実例における意見聴取の通知書、意見聴取の記録書、

処分調書、監督書、処分の理由提示の通知書である。なお、実例の通知書のみは、「通知
書」と表記されている。
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土
地
局
、
首
都
環
境
保
全
局
（
二
〇
一
七
年
四
月
一
〇
日
Ａ
／
二
五
号
規
則
）、
ド
ロ
ノ
ゴ
ビ
県
知
事
（
二
〇
一
六
年
九
月
一
日
Ａ
／

三
八
二
号
規
則
）、
ホ
ブ
ド
県
知
事
（
二
〇
一
七
年
一
月
一
九
日
Ａ
／
一
三
号
規
則
）、
ソ
ン
ギ
ノ
ハ
イ
ル
ハ
ン
区
土
地
局
（
二
〇
一
七

年
一
二
月
二
〇
日
の
通
知
書
）
で
あ
る
。

　

本
調
査
は
、
短
期
間
で
行
わ
れ
た
た
め
多
く
の
行
政
機
関
を
対
象
と
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
ま
た
、
本
調
査
は
、
各
行
政
機

関
の
行
う
不
利
益
処
分
を
全
体
的
に
は
把
握
で
き
て
い
な
い
。

　

た
だ
し
、
先
行
調
査
の
一
つ
で
あ
るO

SF

の
調
査
の
分
析
に
は
誤
解
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
信
頼
性
に
乏
し
い
も
の
で
あ

っ
た
。
も
う
一
つ
の
調
査
で
あ
るH

SS

の
調
査
は
、
分
析
は
正
確
で
あ
っ
た
も
の
の
、「
不
利
益
処
分
手
続
を
実
施
す
る
際
の
困
難
」

と
い
う
一
つ
の
抽
象
的
な
質
問
で
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、
具
体
性
が
欠
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
先
行
調
査
と
比

べ
る
と
筆
者
に
よ
る
調
査
は
、
不
利
益
処
分
手
続
を
実
際
に
実
施
す
る
職
員
か
ら
直
接
的
・
具
体
的
に
話
を
聞
い
た
点
、
お
よ
び
不
利

益
処
分
手
続
の
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
実
際
の
資
料
を
分
析
し
て
い
る
点
で
、
有
意
義
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　

一　

意
見
聴
取

　

意
見
聴
取
の
運
用
に
関
し
て
は
、
通
知
書
、
意
見
聴
取
の
手
段
、
記
録
書
の
作
成
の
三
点
を
調
べ
た
。

　

1　

通
知
書

　

調
査
対
象
の
行
政
機
関
の
う
ち
、
規
則
で
通
知
書
の
様
式
を
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
専
門
監
察
庁
（
Ａ
／
二
二
号
規
則
）、
ソ

ン
ギ
ノ
ハ
イ
ル
ハ
ン
区
知
事
（
Ａ
／
四
九
二
号
規
則
）、
非
常
事
態
庁
（
Ａ
／
八
六
号
規
則
）
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
専
門
監

察
庁
お
よ
び
非
常
事
態
庁
の
規
則
に
お
け
る
通
知
書
の
記
載
事
項
の
様
式
は
同
じ
で
あ
っ
た
。
行
政
機
関
で
用
い
ら
れ
て
い
る
通
知
書
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の
記
載
事
項
や
送
付
方
法
は
図
表
5
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

　

図
表
5
を
み
る
と
、
ま
ず
、
予
定
処
分
の
内
容
の
項
目
を
設

け
て
い
る
の
は
、
鉱
物
資
源
・
石
油
庁
（
六
九
六
号
処
分
調

書
）、
ソ
ン
ギ
ノ
ハ
イ
ル
ハ
ン
区
土
地
局
（
一
二
月
二
〇
日
の

通
知
書
）
で
あ
る
。
鉱
物
資
源
・
石
油
庁
の
通
知
書
で
は
「
○

○
号
鉱
物
利
用
許
可
を
取
り
消
す
要
件
が
満
た
さ
れ
て
い
る
」

と
予
め
記
入
さ
れ
て
お
り
、
ソ
ン
ギ
ノ
ハ
イ
ル
ハ
ン
区
土
地
局

の
通
知
書
で
は
、「
○
○
法
令
に
よ
り
戒
告
の
懲
戒
処
分
を
行

う
こ
と
を
通
知
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
予
定
処

分
の
内
容
の
部
分
か
ら
、
自
ら
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
処
分
が

予
定
さ
れ
て
い
る
の
か
が
十
分
に
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

次
に
、
通
知
書
に
根
拠
法
令
を
挙
げ
て
い
る
の
は
、
専
門
監

察
庁
と
非
常
事
態
庁
以
外
の
行
政
機
関
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
う
ち
、
根
拠
法
令
の
条
文
を
明
確
に
記
載
し
て
い
る
と
こ
ろ

も
あ
れ
ば
、
根
拠
法
令
の
み
を
挙
げ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と

こ
ろ
も
あ
る
。
例
え
ば
、
鉱
物
資
源
・
石
油
庁
の
通
知
書
で
は
、

「
土
地
法
二
一
条
五
項
、
営
業
許
可
法
一
四
条
一
項
四
号
に
基
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図表 5 　意見聴取の通知書の記載事項と送付方法

対象機関
鉱物資源・

石油庁
専門監察庁
非常事態庁

ホブド県知事
アルハンガイ県
エレデネブルガ
ン郡知事

ソンギノハイ
ルハン区知事

ソンギノハイル
ハン区土地局

対象資料
2018年10月3日
696号処分調書

2017年 1 月27日
A/22号規則
2018年 3 月5日
A/86号規則

2017年 1 月19日
A/13号規則

2018年12月10日
の通知書

2018年12月11日
Б/70号 処 分 調
書

2017年12月20日
の通知書

記載事項
の内容

予定処分の内容 予定処分の内容

根拠法令
（条文あり）

根拠法令
（条文あり）

根拠法令
（条文なし）

根拠法令
（条文なし）

根拠法令
（条文あり）

原因となる事実 原因となる事実

弁明書の受理期
間と場所

意見聴取の日に
ちと場所

意見聴取の日に
ち

意見聴取の日に
ちと場所

意見聴取の目的

意見を述べなか
ったことの効果

意見を述べなか
ったことの効果

意見を述べる手
段

送付方法 郵便 電話
書面、マスメデ
ィア
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づ
き
」
と
さ
れ
て
い
る
一
方
、
ア
ル
ハ
ン
ガ
イ
県
エ
レ
デ
ネ
ブ
ル
ガ
ン
郡
知
事
の
通
知
書
で
は
、「
労
働
法
に
基
づ
き
」
と
記
載
す
る

の
み
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
な
お
、
根
拠
法
令
の
条
文
を
示
し
て
い
る
行
政
機
関
で
も
、
当
該
条
文
の
内
容
ま
で
記
載
し
て
い
る
と
こ

ろ
は
な
い
。
こ
う
し
て
、
名
宛
人
は
、
通
知
書
を
見
る
以
外
に
個
別
法
を
閲
覧
し
た
う
え
で
、
自
ら
の
意
見
を
準
備
す
る
こ
と
に
な
る
。

根
拠
法
令
の
条
文
の
内
容
ま
で
記
載
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
名
宛
人
の
意
見
準
備
を
著
し
く
阻
害
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

通
知
書
に
原
因
と
な
る
事
実
を
記
載
し
て
い
る
行
政
機
関
は
、
ホ
ブ
ド
県
知
事
、
お
よ
び
ア
ル
ハ
ン
ガ
イ
県
エ
レ
デ
ネ
ブ
ル
ガ
ン
郡

知
事
で
あ
る
。
ア
ル
ハ
ン
ガ
イ
県
エ
レ
デ
ネ
ブ
ル
ガ
ン
郡
知
事
の
通
知
書
に
は
、「
二
〇
一
八
年
一
二
月
六
日
と
七
日
に
、
長
の
許
可

な
し
に
仕
事
場
を
後
に
し
、
勤
務
状
況
に
大
き
な
阻
害
を
生
じ
さ
せ
た
」
と
し
て
い
る
。

　

通
知
書
を
送
付
す
る
段
階
で
行
政
機
関
は
、
ど
の
よ
う
な
処
分
を
下
す
か
に
つ
い
て
決
定
し
て
い
な
い
た
め
、
意
見
聴
取
を
行
っ
た

後
に
処
分
案
を
作
成
す
る
の
が
本
来
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
上
述
の
機
関
の
通
知
書
に
は
、
処
分
を
下
す
た
め
の
事
実
が
「
十
分
（
不

利
益
処
分
の
要
件
が
客
観
的
に
証
明
さ
れ
な
い
場
合
で
も
）」
に
認
定
さ
れ
て
い
な
い
に
も
拘
ら
ず
、「
処
分
を
下
す
こ
と
に
至
っ
た
」

と
い
う
「
確
定
的
」
な
表
現
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
機
関
に
お
い
て
は
、
名
宛
人
の
意
見
を
聴
取
す
る
前
か
ら
処
分
案
が
出

来
上
が
っ
て
お
り
、
意
見
聴
取
を
行
う
必
要
が
な
い
の
で
は
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
ソ
ン
ギ
ノ
ハ
イ
ル
ハ
ン
区
知
事
の
法

務
部
の
職
員
に
、
処
分
の
内
容
が
既
に
確
定
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
な
ぜ
通
知
書
を
送
付
し
意
見
聴
取
を
行
う
の
か
と
質
問
し
た

と
こ
ろ
、「
裁
判
で
争
い
と
な
っ
た
場
合
の
証
拠
と
し
て
残
す
た
め
で
あ
る
」
と
い
う
回
答
が
あ
っ
た
。

　

そ
の
他
に
、
通
知
書
の
記
載
事
項
と
し
て
、
専
門
監
察
庁
お
よ
び
非
常
事
態
庁
は
、
意
見
聴
取
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
何
を
明
ら
か

に
し
た
い
の
か
と
い
う
「
意
見
聴
取
の
目
的
」
を
記
載
す
べ
き
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
意
見
を
述
べ
な
か
っ
た
こ
と
の
影
響
に
つ
い
て

も
記
載
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
例
え
ば
、
ア
ル
ハ
ン
ガ
イ
県
エ
レ
デ
ネ
ブ
ル
ガ
ン
郡
知
事
の
通
知
書
は
そ
う
で
あ
る
。
当
該
通
知

書
に
は
、「
意
見
を
述
べ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
予
定
処
分
の
内
容
に
影
響
し
な
い
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
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2　

意
見
聴
取
の
手
段
と
主
宰
者

　

実
務
で
は
、
一
般
法
が
定
め
て
い
る
意
見
聴
取
の
手
段
の
う
ち
、
書
面
、
直
接

口
頭
、
電
話
と
い
う
方
法
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
（
図
表
6
）。

実
際
に
ど
の
理
由
で
意
見
聴
取
の
手
段
を
選
択
し
て
い
る
の
か
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、

首
都
都
市
計
画
局
は
、「
処
分
に
よ
る
不
利
益
の
度
合
い
が
大
き
い
場
合
に
は
、

直
接
口
頭
で
意
見
聴
取
を
行
っ
て
い
る
」
と
回
答
し
た
。

　

意
見
聴
取
は
、
通
知
書
を
送
付
し
た
後
か
ら
相
当
な
期
間
が
経
過
し
た
後
に
行

わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
当
事
者
お
よ
び
そ
の
他
の
関
係
者
が
通
知
書
の
内
容
を
も

と
に
意
見
の
準
備
を
す
る
た
め
に
十
分
な
期
間
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

実
務
で
は
、
通
知
書
を
送
付
し
た
期
間
と
意
見
聴
取
の
日
時
が
近
い
場
合
が
あ
る
。

例
え
ば
、
ア
ル
ハ
ン
ガ
イ
県
エ
レ
デ
ネ
ブ
ル
ガ
ン
郡
知
事
の
通
知
書
は
、
二
〇
一

八
年
一
二
月
一
〇
日
に
送
付
さ
れ
て
い
る
が
、
当
該
通
知
書
に
は
「
意
見
聴
取
を

二
〇
一
八
年
一
二
月
一
三
日
に
開
催
す
る
」
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
意
見
聴
取
ま

で
三
日
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
意
見
聴
取
が
開
催
さ
れ
る
日
時

を
決
め
る
場
合
は
、
当
事
者
お
よ
び
そ
の
他
の
関
係
者
の
意
見
準
備
に
必
要
と
さ

れ
る
時
間
も
配
慮
し
て
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

意
見
聴
取
を
主
宰
す
る
の
は
、
当
該
行
政
機
関
の
法
務
部
の
職
員
で
あ
る
。
例

外
と
し
て
、
土
地
・
測
量
・
地
図
庁
の
運
用
と
し
て
、
公
務
員
の
懲
戒
処
分
に
つ

（阪大法学）70（6-202）　1488〔2021. 3 〕

図表 6 　 意見聴取の手段と主宰者
インタビューの対象機関 意見聴取の手段 選択の理由 主宰者

通信規制委員会 書面 個別法の規定により 法務部の職員

鉱物資源・石油庁
電話
直接口頭
書面

担当職員が決める 法務部の職員

土地・測量・地図庁 直接口頭 公務員の労働関係に関するため 法務部の職員＋

首都都市計画局
直接口頭
電話

経済的に影響が大きい場合は直接
口頭、その他の場合は電話

法務部の職員＋

アルハンガイ県
エレデネブルガン郡知事

電話
直接口頭

担当職員が決める 法務部の職員

ソンギノハイルハン区知事
直接口頭
書面

電話は裁判で認められていないた
め

法務部の職員
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い
て
は
、
名
宛
人
と
法
務
部
の
職
員
以
外
に
当
該
公
務
員
の
所
属
す
る
部
の
長
、

人
事
部
長
、
庁
長
（
副
庁
長
）
も
参
加
す
る
。
首
都
都
市
計
画
部
に
よ
れ
ば
都
市

計
画
に
関
す
る
決
定
に
よ
り
住
民
が
不
利
益
を
受
け
る
場
合
は
、
住
民
と
と
も
に

計
画
（
案
）
の
策
定
に
参
加
し
た
専
門
家
（
地
理
図
を
測
定
し
た
人
等
）
も
参
加

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
意
見
聴
取
の
全
体
に
わ
た
る
意
見
と
し
て
ソ
ン
ギ
ノ
ハ
イ
ル
ハ
ン

区
知
事
の
法
務
部
の
職
員
は
、「
一
般
法
に
よ
る
と
全
て
の
不
利
益
処
分
に
関
し

て
意
見
聴
取
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
行
政
運
営
の
効
率
性
の
低
下
の

原
因
と
な
っ
て
い
る
。
不
利
益
処
分
手
続
が
適
用
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
意

見
聴
取
を
行
う
必
要
が
な
い
場
合
が
多
く
あ
る
」
と
述
べ
て
い
た
。

　

3　

意
見
聴
取
の
記
録
書

　

実
務
で
は
、
記
録
書
の
作
成
方
法
や
そ
の
記
載
事
項
が
、
行
政
機
関
に
よ
っ
て

異
な
っ
て
い
る
。
調
査
対
象
の
行
政
機
関
の
う
ち
、
意
見
聴
取
の
記
録
書
に
関
す

る
統
一
的
な
様
式
を
規
則
で
定
め
て
い
る
の
は
、
ド
ロ
ノ
ゴ
ビ
県
知
事
（
Ａ
／
三

八
二
号
）
で
あ
り
、
そ
の
他
の
行
政
機
関
に
お
い
て
は
、
自
由
な
様
式
で
作
成
さ

れ
て
い
る
。
図
表
7
は
、
ド
ロ
ノ
ゴ
ビ
県
知
事
の
様
式
の
記
載
事
項
と
鉱
物
資

源
・
石
油
庁
ま
た
ア
ル
ハ
ン
ガ
イ
県
エ
レ
デ
ネ
ブ
ル
ガ
ン
郡
知
事
で
実
際
に
用
い
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図表 7 　意見聴取の記録書
対象機関 対象資料 記録書の内容

鉱物資源・石油庁 2018年10月 3 日696号処分調書

・通知したことの確認
・権利利益が侵害される者の特定
・意見聴取を行った日時と場所
・意見聴取の手段
・参加人の意見

ドロノゴビ県知事 2016年 9 月 1 日　A/382号規則

・予定処分の内容
・根拠法令
・原因となる事実
・参加人の意見
・意見聴取の手段

アルハンガイ県
エレデネブルガン郡知事

2018年12月10日　処分調書
・原因となる事実
・参加人の意見



ら
れ
て
い
る
記
載
事
項
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
鉱
物
資
源
・
石
油
庁
の
例
で
は
、
①
当
該
予
定
処
分
に
よ
っ
て
権

利
利
益
が
侵
害
さ
れ
る
者
を
列
記
し
、
②
意
見
聴
取
を
行
っ
た
日
時
と
場
所
、
③
通
知

し
た
こ
と
の
確
認
、
④
意
見
聴
取
の
手
段
と
参
加
人
か
ら
の
意
見
が
記
入
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
ア
ル
ハ
ン
ガ
イ
県
エ
レ
デ
ネ
ブ
ル
ガ
ン
郡
知
事
の
例
で
は
、
原
因
と
な
る
事

実
と
参
加
人
の
意
見
の
み
を
記
載
し
て
い
る
。
他
方
、
ド
ル
ノ
ゴ
ビ
県
知
事
の
規
則
に

よ
る
と
、
①
根
拠
法
令
、
②
予
定
処
分
の
内
容
と
原
因
と
な
る
事
実
、
③
意
見
聴
取
の

手
段
と
参
加
人
の
意
見
を
記
入
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
記
録
書
に
つ
い
て
様

式
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
行
政
機
関
は
、
名
宛
人
の
弁
明
書
だ
け
を
記
録
書
と
し
て
保

管
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
意
見
聴
取
の
記
録
書
は
、
処
分
を
決
定
す
る
際
に
重
要

な
資
料
と
な
る
た
め
、
記
録
書
の
記
載
事
項
を
詳
細
に
記
入
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ

う
。

　
　

二　

処
分
調
書
と
監
督
書

　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
の
対
象
と
な
っ
た
行
政
機
関
の
う
ち
、
処
分
調
書
に
関
す
る
規

則
を
定
め
て
い
る
の
は
、
ソ
ン
ギ
ノ
ハ
イ
ル
ハ
ン
区
知
事
（
Ａ
／
四
九
二
号
）
し
か
な

い
。
た
だ
し
、
一
般
法
が
制
定
さ
れ
る
前
か
ら
、
行
政
機
関
は
、
処
分
を
行
っ
た
際
に

当
該
処
分
に
関
連
す
る
資
料
の
謄
本
を
保
管
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
現
在
の
実
務
で
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図表 8 　監督書の記載事項
対象機関 対象資料 記載内容

鉱物資源・石油庁 2010年 7 月 4 日処分調書
・手続の段階
・担当した職員
・行ったこと

ドロノゴビ県知事 2016年 9 月 1 日 A/382号規則

・手続を主宰した職員
・勤務態度
・意見聴取の有無
・処分の理由提示の有無
・処分の執行

ホブド県知事 2017年 1 月19日 A/13規則
・処分の内容
・処分案作成に参加した職員
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も
、
従
来
ど
お
り
処
分
に
関
連
す
る
資
料
の
謄
本
を
処
分
調
書
と
し
て
保
管
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
通
信
規
制
委
員

会
や
ア
ル
ハ
ン
ガ
イ
県
エ
レ
デ
ネ
ブ
ル
ガ
ン
郡
知
事
で
あ
る
。

　

次
に
、
実
際
に
監
督
書
の
様
式
を
規
則
で
定
め
て
い
る
の
は
、
ホ
ブ
ド
県
知
事
（
Ａ
／
一
三
号
）、
ド
ロ
ノ
ゴ
ビ
県
知
事
（
Ａ
／
三

八
二
号
）
で
あ
る
。
そ
の
他
の
機
関
で
は
、
監
督
書
を
作
成
し
て
い
な
い
か
若
し
く
は
、
一
般
法
制
定
前
か
ら
使
わ
れ
て
い
た
監
督
書

（
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
）
を
今
で
も
用
い
て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
（
例
え
ば
、
鉱
物
資
源
・
石
油
庁
の
監
督
書
）。

　

規
則
を
定
め
て
い
る
ド
ル
ノ
ゴ
ビ
県
知
事
で
は
、
①
処
分
案
の
作
成
に
携
わ
っ
た
職
員
の
氏
名
と
そ
の
際
の
勤
務
態
度
を
記
入
し
、

②
意
見
聴
取
の
有
無
、
理
由
提
示
の
有
無
、
処
分
の
執
行
に
つ
い
て
記
入
し
、
③
処
分
案
を
作
成
し
た
職
員
と
監
督
し
た
職
員
の
氏
名

を
記
入
す
る
と
い
う
詳
細
な
形
式
を
採
用
し
て
い
る
。
な
お
、
同
じ
く
規
則
を
定
め
て
い
る
ホ
ブ
ド
県
知
事
で
は
、
処
分
の
内
容
と
処

分
案
の
作
成
に
関
与
し
た
職
員
の
氏
名
の
記
載
の
み
を
求
め
て
い
る
。

　

他
方
、
規
則
を
定
め
て
い
な
い
鉱
物
資
源
・
石
油
庁
で
用
い
ら
れ
て
い
る
監
督
書
は
、
手
続
の
段
階
を
記
入
し
、
そ
れ
ぞ
れ
手
続
を

担
当
し
た
職
員
の
氏
名
と
署
名
の
み
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
そ
の
よ
う
な
記
載
か
ら
、
手
続
の
過
程
に
関
与
し
た
職
員
の

勤
務
態
度
ま
で
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。
監
督
書
に
基
づ
き
、
職
員
の
処
遇
（
制
裁
を
課
し
た
り
昇
給
を
与
え
る
）
が
決
定
さ
れ
て
い

る
が
、
職
員
の
態
度
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
が
現
時
点
で
不
明
確
で
あ
る
点
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

　
　

三　

理
由
の
提
示

　

実
務
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
行
政
機
関
は
、
不
利
益
処
分
を
す
る
と
と
も
に
当
該
処
分
の
理
由
を
提
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
行
政
機

関
に
よ
っ
て
理
由
提
示
の
程
度
が
異
な
っ
て
い
る
（
図
表
9
）。
例
え
ば
、
鉱
物
資
源
・
石
油
庁
の
事
例
で
は
、
根
拠
法
令
と
事
実
の

み
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ソ
ン
ギ
ノ
ハ
イ
ル
ハ
ン
区
知
事
の
例
で
は
、
処
分
に
関
す
る
決
定
書
の
番
号
の
み
を
記
入
し
て
お
り
、
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処
分
の
具
体
的
内
容
や
、
当
該
処
分
の
根
拠
法
令
な
ど
に
つ
い
て
一
切
明
記
し
て
い
な
か
っ

た
。
要
す
る
に
、
処
分
を
す
る
際
に
、
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
や
根
拠
法
令
の
具
体
的

な
内
容
等
に
つ
い
て
記
載
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
理
由
を
示
し
た
と
い
え
な
い
。

第
三
節　

不
利
益
処
分
手
続
の
運
用
状
況
か
ら
み
た
問
題
の
分
析

　

以
上
、
二
〇
一
六
年
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
に
実
施
さ
れ
た
三
つ
の
調
査
を
分
析
し
た
結

果
、
不
利
益
処
分
手
続
の
運
用
状
況
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
う
し

た
運
用
状
況
の
要
因
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
問
題
解
決
の
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
。
不

利
益
処
分
手
続
の
運
用
に
影
響
を
も
た
ら
し
て
い
る
問
題
は
、
①
一
般
法
の
規
定
上
の
問
題
、

②
行
政
の
消
極
的
な
姿
勢
や
一
般
法
に
対
す
る
理
解
の
欠
陥
に
よ
る
問
題
に
分
け
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
図
表
10
）。

　

図
表
10
で
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
一
般
法
の
規
定
上
の
問
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、

第
一
に
、
す
べ
て
の
不
利
益
処
分
に
関
し
て
意
見
聴
取
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
、

処
分
に
よ
る
不
利
益
の
程
度
に
よ
り
意
見
聴
取
手
続
を
分
別
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
問
題
に
よ
り
、
行
政
運
営
の
効
率
性
が
阻
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
第
二
に
、
通
知
書
を

送
付
し
た
後
、
ど
の
程
度
の
期
間
が
経
過
し
た
後
に
意
見
聴
取
を
行
う
べ
き
か
と
い
う
標
準

的
な
期
間
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
不
利
益
処
分
の
性
質
に
よ
り
、
相

当
の
期
間
が
異
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
実
務
で
は
、
通
知
書
の
送
付
後
、
直
ち
に
意
見
聴
取
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図表 9 　理由の提示
対象機関 対象資料 理由提示の内容

鉱物資源・石油庁 2018年10月 3 日696号処分調書
・根拠法令
・事実

専門監察庁 2017年1月27日 A/22号規則
・処分の内容
・不服申立権

首都環境保全局 2017年4月10日 A/25号規則
・処分の内容
・不服申立権

ソンギノハイルハン区知事 2018年12月11日 Б/70号処分調書
・処分の番号や日時
・不服申立権
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を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
と
も
な
い
、
処
分
の
当
事
者
お
よ
び
そ
の
他
の
関
係
者
は
、
意
見
陳
述
の
準
備
を
十
分
に
行
う
こ
と
が
出
来

な
く
な
り
、
意
見
陳
述
権
の
侵
害
と
な
る
。
第
三
に
、
一
般
法
上
は
、
意
見
聴
取
の
主
宰
者
の
独
立
性
に
つ
い
て
規
律
さ
れ
て
お
ら
ず
、

実
務
で
は
、
主
宰
者
と
決
定
権
者
が
同
一
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
不
利
益
処
分
手
続
の
公
正
さ
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
生

じ
る
。

　

次
に
、
行
政
の
消
極
的
な
姿
勢
や
一
般
法
に
対
す
る
理
解
の
欠
陥
に
よ
り
生
じ
て
い
る
運
用
上
の
問
題
と
し
て
、
第
一
に
、
証
拠
収

集
を
多
元
的
に
行
っ
て
い
な
い
こ
と
や
証
拠
の
評
価
方
法
が
十
分
に
確
立
し
て
い
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
行
政
機
関
は
、
多
元
的

な
証
拠
を
収
集
し
な
い
こ
と
に
よ
り
、
事
実
を
正
確
に
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
要
す
る
に
、
誤
っ
た
事
実
に
基
づ
い
て
処

分
が
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

第
二
に
、
一
般
法
は
、
意
見
聴
取
の
通
知
書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
も
の
の
、
実
務
で
は
、
通
知
書
の
記
載
内
容
に

不
備
が
多
く
み
ら
れ
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
行
政
機
関
は
、
処
分
を
す
る
前
提
（
処
分
の
事
実
が
確
定
さ
れ
た
表
現
を
用
い
て
い
る
）

で
通
知
書
を
送
付
し
て
い
る
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
こ
の
問
題
に
よ
り
、
当
事
者
お
よ
び
そ
の
他
の
関
係
者
の
意
見
陳
述
権
が
侵
害
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

第
三
に
、
一
般
法
上
は
、
処
分
調
書
や
監
督
書
の
作
成
や
そ
れ
ぞ
れ
の
記
載
内
容
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
が
、
実
務
で
は
、
上
級

行
政
機
関
か
ら
指
導
が
な
い
と
い
う
理
由
で
、
処
分
調
書
と
監
督
書
を
作
成
し
て
い
な
い
ケ
ー
ス
が
多
い
。
処
分
調
書
は
、
事
後
の
争

訟
の
便
宜
の
た
め
に
、
重
要
な
資
料
と
な
る
た
め
、
そ
れ
を
作
成
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
処
分
の
当
事
者
の
事
後
防
御
権
の
阻
害
に
な

る
。
監
督
書
は
、
行
政
機
関
の
手
続
遵
守
の
た
め
の
重
要
な
手
段
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
り
、
行
政
機
関
の

手
続
軽
視
が
深
刻
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

第
四
に
、
一
般
法
は
、
理
由
提
示
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
行
政
機
関
は
、
法
定
の
す
べ
て
の
事
項
を
記
載
し
て
い
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図表１0　不利益処分手続の運用状況・問題・影響

出所：筆者により作成
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な
い
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

第
四
章　

不
利
益
処
分
手
続
を
め
ぐ
る
議
論
と
法
改
正

　

本
章
で
は
、
モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
不
利
益
処
分
手
続
を
め
ぐ
る
議
論
と
し
て
、
第
一
に
、
行
政
罰
の
賦
科
手
続
に
関
す
る
一
般
法
上

の
改
正
、
第
二
に
、
不
利
益
処
分
手
続
の
瑕
疵
と
処
分
の
効
力
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
の
二
つ
の
問
題
を
検
討
す
る
理
由
は
、
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
一
般
法
は
、
制
定
さ
れ
て
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
（
二
〇
二
〇
年
五
月
一
二
日
）
八
回
の
改
正
を
経
て
い
る
。
改
正
に
際
し

て
の
論
点
は
、
行
政
罰
の
賦
科
手
続
を
一
般
法
の
適
用
除
外
に
す
べ
き
か
ど
う
か
に
集
中
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
章
第
二
節
三

で
み
た
よ
う
に
行
政
罰
の
賦
科
手
続
は
、
二
〇
一
七
年
の
違
反
法
と
処
理
手
続
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
二
〇
一
七
年

の
違
反
法
と
処
理
手
続
法
の
制
定
を
受
け
て
、
一
般
法
の
二
〇
一
七
年
の
改
正
が
行
わ
れ
た
。
行
政
罰
の
賦
科
手
続
に
関
す
る
一
般
法

の
改
正
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
社
会
主
義
体
制
下
に
お
け
る
不
利
益
処
分
手
続
の
歴
史
的
遺
産
が
な
お
今
受
け
継
が
れ
て
い
る
か
、
そ

れ
と
も
す
で
に
克
服
さ
れ
て
い
る
の
か
を
考
え
る
う
え
で
重
要
と
な
る
。

　

行
政
実
務
に
お
い
て
手
続
が
尊
重
さ
れ
、
不
利
益
処
分
手
続
が
規
定
ど
お
り
に
運
用
さ
れ
る
た
め
に
は
、
手
続
に
対
す
る
裁
判
所
の

役
割
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
こ
れ
は
、
裁
判
所
は
、
す
べ
て
の
手
続
的
瑕
疵
を
処
分
の
取
消
事
由
と
判
断
す
べ
き
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
、
手
続
規
定
ま
た
は
手
続
的
瑕
疵
を
い
か
な
る
趣
旨
で
解
釈
し
、
受
け
止
め
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本

稿
で
は
、
不
利
益
処
分
手
続
の
瑕
疵
を
裁
判
所
が
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
る
か
と
い
う
点
も
検
討
の
対
象
と
す
る
。
こ
の
検
討
に

よ
り
、
一
般
法
に
対
す
る
裁
判
所
の
認
識
が
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
98
）

（阪大法学）70（6-209）　1495〔2021. 3 〕



第
一
節　

行
政
罰
の
賦
科
手
続
に
関
す
る
行
政
一
般
法
の
改
正

　

行
政
罰
の
賦
科
手
続
・
賦
科
決
定
に
関
連
し
て
行
政
一
般
法
は
、
二
〇
一
七
年
と
二
〇
一
九
年
に
改
正
さ
れ
た
。
以
下
で
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
改
正
の
内
容
を
み
て
い
く
。

　
　

一　

二
〇
一
七
年
五
月
一
八
日
の
改
正

　

こ
の
改
正
に
よ
り
、
一
般
法
三
条
一
項
四
号
の
「
刑
事
事
件
の
捜
査
手
続
」
と
い
う
適
用
除
外
事
項
に
「
行
政
罰
の
賦
科
手
続
」
が

追
記
さ
れ
、
三
七
条
一
項
の
「
行
政
処
分
」
の
定
義
に
「
行
政
罰
賦
科
決
定
を
除
く
」
と
い
う
部
分
が
加
え
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
改
正

は
、
次
の
効
果
を
も
た
ら
す
た
め
、
行
政
罰
の
賦
科
決
定
・
賦
科
手
続
を
行
政
法
の
領
域
か
ら
切
り
離
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　

1　
「
検
察
官
の
異
議
申
立
て
」
に
よ
る
行
政
訴
訟

　

行
政
裁
判
所
は
、「
訴
え
（нэхэмж

лэл

）」
も
し
く
は
「
検
察
官
の
異
議
申
立
て
（гомдол

）」
に
関
す
る
訴
訟
を
審
理
す
る
。
こ

こ
で
い
う
「
訴
え
」
と
は
、
個
人
ま
た
は
法
人
が
、
行
政
機
関
の
違
法
な
行
政
作
用
に
よ
り
侵
害
さ
れ
た
、
も
し
く
は
侵
害
さ
れ
る
可

能
性
が
あ
る
権
利
利
益
の
保
護
を
求
め
、
ま
た
は
、
公
益
を
代
表
す
る
権
利
の
あ
る
者
、
さ
ら
に
法
律
に
特
別
な
規
定
が
あ
る
場
合
に

お
い
て
行
政
機
関
が
、
公
法
上
の
義
務
履
行
に
関
連
し
て
生
じ
た
紛
争
の
処
理
を
求
め
、
行
政
裁
判
所
に
提
出
し
た
申
立
て
を
い
う

（
行
政
事
件
訴
訟
法
三
条
一
項
三
号
）。

　

他
方
「
検
察
官
の
異
議
申
立
て
」
と
は
、
法
律
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
権
限
を
有
す
る
者
（
行
政
機
関
）
の
決
定

の
適
法
性
を
確
認
す
る
た
め
に
提
出
さ
れ
た
検
察
官
の
申
立
て
を
い
う
（
行
政
事
件
訴
訟
法
三
条
一
項
一
一
号
）。

　

行
政
罰
賦
科
決
定
は
、
行
政
処
分
の
定
義
か
ら
削
除
さ
れ
た
が
、
違
反
法
と
処
理
手
続
法
で
は
、
行
政
罰
の
賦
科
決
定
に
不
服
が
あ
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る
場
合
は
、
一
部
の
決
定
が
行
政
裁
判
所
の
管
轄
と
な
る
。
行
政
裁
判
所
の
管
轄
と
な
る
行
政
罰
賦
科
決
定
は
、「
訴
え
」
と
し
て
で

は
な
く
「
検
察
官
の
異
議
申
立
て
」
に
よ
る
訴
訟
と
な
る
。
な
お
、「
検
察
官
の
異
議
申
立
て
」
を
審
理
す
る
際
に
は
、
行
政
裁
判
所

が
、
職
権
に
よ
り
証
拠
収
集
を
行
え
な
く
な
る
な
ど
の
一
定
の
制
限
が
あ
る
（
行
政
事
件
訴
訟
法
七
条
三
項
）。
そ
の
た
め
、
二
〇
一

七
年
の
改
正
に
は
、
行
政
裁
判
所
の
職
権
探
知
権
限
に
反
し
て
い
る
と
い
う
批
判
が
あ
っ
た
。

　

2　

検
察
官
の
監
督

　

違
反
法
で
は
、
賦
科
決
定
の
権
限
を
有
し
て
い
る
者
の
う
ち
、
七
六
％
が
行
政
権
の
行
使
に
あ
た
る
者
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
の
手
続
や
決
定
の
適
法
性
を
、
検
察
官
が
監
督
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
検
察
機
関
は
、「
賦
科
手
続
を
複
雑
化
し
、

か
つ
検
察
機
関
の
事
務
を
増
加
さ
せ
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
賦
科
決
定
は
、
当
該
分
野
の
専
門
知
識
を
有
す
る
行
政
機
関
の
調
査
に

よ
り
下
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
検
察
機
関
に
は
そ
の
よ
う
な
専
門
性
が
欠
け
て
い
る
た
め
、
監
督
が
不
十
分
な
も
の
に
な
る
」
と

批
判
し
て
い
る
。
こ
の
改
正
は
、
社
会
主
義
体
制
下
の
検
察
官
の
「
一
般
監
督
」
を
復
活
さ
せ
る
意
図
に
よ
る
も
の
だ
と
す
る
指
摘
も

あ
る
。

　

二
〇
一
七
年
改
正
の
効
果
に
つ
い
て
、
高
等
行
政
裁
判
所
は
最
高
裁
判
所
に
申
出
（хүсэлт

）（
二
〇
一
八
年
二
月
七
日
二
二
一

号
）
を
し
、
最
高
裁
判
所
も
同
様
の
申
出
（
二
〇
一
八
年
四
月
一
九
日
〇
二
号
）
を
憲
法
裁
判
所
に
提
出
し
た
。
憲
法
裁
判
所
は
、
二

〇
一
八
年
一
一
月
二
一
日
一
五
号
判
断
に
お
い
て
、
行
政
罰
賦
科
決
定
に
よ
り
権
利
利
益
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
の
手
続
保
障
と
、
行
政

罰
賦
科
決
定
以
外
の
不
利
益
処
分
に
よ
っ
て
権
利
利
益
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
の
手
続
規
定
（
行
政
裁
判
所
で
の
職
権
探
知
主
義
の
有

無
）
が
異
な
っ
て
い
る
点
で
、「
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
平
等
原
理
お
よ
び
裁
判
を
受
け
る
権
利
に
反
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
し
、
一
般

法
三
七
条
一
項
の
改
正
に
つ
い
て
、
違
憲
判
決
を
下
し
た
。

（
99
）

（
100
）

（
101
）

（
102
）

（
103
）

（
104
）
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二　

二
〇
一
九
年
四
月
一
八
日
の
改
正

　

一
般
法
の
適
用
除
外
事
項
を
定
め
る
一
般
法
三
条
一
項
四
号
（
二
〇
一
七
年
改
正
後
）
の
「
行
政
罰
の
賦
科
手
続
及
び
刑
事
手
続
と

刑
事
手
続
に
お
け
る
検
察
官
の
監
督
並
び
に
判
決
執
行
手
続
」
と
さ
れ
て
い
た
規
定
は
、
二
〇
一
九
年
四
月
一
八
日
の
改
正
に
よ
り
、

「
刑
事
の
捜
査
、
そ
れ
に
関
す
る
検
察
官
の
監
督
、
社
会
秩
序
の
維
持
、
判
決
の
執
行
」
に
改
正
さ
れ
、
行
政
罰
の
賦
科
手
続
の
部
分

が
削
除
さ
れ
た
。
二
〇
一
九
年
改
正
は
、
二
〇
一
七
年
の
改
正
に
対
す
る
違
憲
判
決
を
受
け
て
行
わ
れ
て
お
り
、
二
〇
一
五
年
当
初
の

状
態
へ
と
回
復
す
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
第
一
に
、
従
来
ど
お
り
、
行
政
罰
の
賦
科
決
定
が
行
政
処
分
の
一
種
と
さ
れ
る
。

第
二
に
、
行
政
罰
の
賦
科
決
定
が
行
政
処
分
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
検
察
官
の
異
議
申
立
て
」
と
し
て
の
訴
訟
で
は
な
く
「
訴

え
」
と
し
て
提
訴
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
行
政
裁
判
所
の
職
権
探
知
主
義
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
行
政
罰
の
賦
科

決
定
が
行
政
処
分
と
さ
れ
た
一
方
で
、
処
理
手
続
法
に
よ
り
当
該
決
定
の
実
体
的
・
手
続
的
な
適
法
性
を
検
察
官
が
監
督
す
る
点
は
、

改
正
の
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
。

　

二
〇
一
九
年
の
一
般
法
の
改
正
で
も
う
一
つ
重
要
な
点
は
、
特
別
法
優
先
の
原
理
を
明
文
化
し
た
規
定
（
三
条
三
項
）
の
廃
止
で
あ

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
三
条
四
項
が
新
た
に
追
加
さ
れ
て
お
り
、「
本
法
三
条
一
項
三
号
と
三
条
一
項
四
号
の
規
定
す
る
事
項
に

つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
別
法
、
そ
れ
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
本
法
が
適
用
さ
れ
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
条
文
の
解

釈
と
し
て
、
憲
法
裁
判
所
並
び
に
各
裁
判
所
に
お
け
る
司
法
行
為
（
三
条
一
項
三
号
）、
刑
事
事
件
の
捜
査
手
続
、
そ
れ
に
お
け
る
検

察
官
の
監
督
、
社
会
秩
序
の
維
持
、
判
決
執
行
手
続
に
関
す
る
事
項
（
同
項
四
号
）
に
つ
い
て
は
、
特
別
法
が
適
用
さ
れ
る
が
、
そ
の

他
の
す
べ
て
の
作
用
に
つ
い
て
は
、
一
般
法
の
定
め
に
よ
る
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
性
質
上
、
一
般
法
の
適
用
を
受
け
る
べ

き
で
は
な
い
も
の
が
同
法
の
適
用
対
象
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

一
般
法
に
お
け
る
二
〇
一
七
年
と
二
〇
一
九
年
の
改
正
に
関
し
て
、
注
目
す
べ
き
点
が
二
つ
あ
る
。

（
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一
つ
目
は
、
二
〇
一
七
年
改
正
は
、
行
政
罰
の
賦
科
手
続
・
賦
科
決
定
に
関
す
る
従
来
の
認
識
を
変
え
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
行
政
罰
の
賦
科
決
定
を
行
政
処
分
の
定
義
か
ら
除
外
し
、
一
般
法
の
適
用
除
外
に
な
る
な
ど
の
改
正
で
現
れ
た
。

　

二
つ
目
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
二
〇
一
九
年
改
正
は
、
行
政
罰
の
賦
科
（
手
続
・
決
定
）
領
域
の
刑
事
法
へ
の
移
行
を
試
み
た
二

〇
一
七
年
改
正
を
二
〇
一
五
年
当
初
の
制
度
に
引
き
戻
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
に
二
〇
一
七
年
改
正
を
引
き
戻
す
結

果
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
、
二
〇
一
七
年
の
違
反
法
・
処
理
手
続
法
は
、
九
二
年
行
罰
法
と
同
じ
く
行
政
刑
罰
と
秩
序

罰
を
合
わ
せ
て
「
行
政
罰
」
と
し
て
「
同
様
な
手
続
な
い
し
扱
い
」
を
設
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
法
の
二
〇
一
七
年
改
正

は
、
全
体
の
行
政
罰
を
刑
事
法
適
用
の
分
野
に
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
〇
一
七
年
の
違
反
法
と
処
理
手
続
の
改

善
を
行
わ
な
い
ま
ま
、
一
般
法
の
み
で
解
決
し
よ
う
と
し
た
「
試
行
錯
誤
」
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
最
初
に
二
〇
一
七
年
の
違
反
法
に

お
い
て
、
行
政
刑
罰
と
秩
序
罰
を
切
り
離
し
た
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
手
続
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た

と
い
え
よ
う
。

第
二
節　

不
利
益
処
分
手
続
の
瑕
疵
と
処
分
の
効
力

　

一
般
法
は
、
同
法
が
規
定
す
る
手
続
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
場
合
に
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
法
的
効
果
を
も
た
ら
す
か
を
明
確
に
し
て
い

な
い
。
学
説
で
は
、
手
続
の
瑕
疵
が
あ
っ
て
も
、
根
拠
法
令
で
定
め
る
要
件
に
合
致
す
る
事
実
が
存
在
し
、
行
政
処
分
が
実
体
的
に
適

法
で
あ
る
な
ら
ば
手
続
の
瑕
疵
は
処
分
の
取
消
事
由
に
な
ら
な
い
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
こ
の
見
解
の
支
持
者
は
、
手
続
の
瑕
疵
を
理

由
に
取
消
し
を
し
て
も
実
体
的
に
適
法
な
要
件
を
備
え
て
い
る
以
上
、
再
度
適
正
な
手
続
に
従
っ
て
同
一
の
行
政
処
分
が
行
わ
れ
る
こ

と
に
な
る
た
め
、
行
政
経
済
の
観
点
か
ら
は
、
実
益
が
乏
し
い
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
手
続
的
瑕
疵
の
有
無
が
行
政
処
分
の
内
容
や

効
力
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
る
の
か
を
判
断
基
準
と
す
る
見
解
は
、
今
日
の
行
政
法
学
界
で
支
配
的
と
な
っ
て
い
る
。

（
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行
政
法
学
界
の
み
な
ら
ず
、
行
政
裁
判
所
の
判
決
も
、
手
続
を
軽
視
す
る
硬
直
的
な
姿
勢
を
み
せ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に

評
価
し
う
る
の
は
、
次
の
理
由
に
よ
る
。
第
一
に
、
一
般
法
が
施
行
さ
れ
た
二
〇
一
六
年
七
月
一
日
か
ら
現
在
（
二
〇
二
〇
年
五
月
一

日
）
に
至
る
ま
で
、
手
続
の
瑕
疵
の
み
を
理
由
に
行
政
処
分
を
取
り
消
し
た
事
例
が
見
当
た
ら
な
い
点
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
第
一
審
行
政
裁
判
所
、
高
等
行
政
裁
判
所
、
最
高
裁
判
所
ま
で
の
各
裁
判
所
の
判
決
で
、
手
続
法
を
軽
視
し
た
解
釈
が
示

さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
裁
判
例
は
、
概
ね
次
の
二
つ
の
類
型
に
分
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
実
体
的
お
よ
び
手
続
的
な
違
法
性
が
あ

る
場
合
に
処
分
を
取
り
消
す
も
の
と
、
実
体
的
に
違
法
性
は
な
い
が
、
手
続
的
に
違
法
性
が
あ
る
場
合
に
、
処
分
を
取
り
消
し
て
い
な

い
も
の
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
後
者
で
あ
り
、
実
体
的
に
適
法
で
あ
る
も
の
の
手
続
上
の
瑕
疵
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
、

裁
判
所
は
、
ど
の
よ
う
な
見
解
に
た
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

公
務
員
の
降
任
処
分
を
行
う
際
の
意
見
聴
取
の
瑕
疵
に
関
す
る
事
例
と
し
て
、
最
高
裁
判
所
二
〇
一
七
年
一
二
月
一
八
日
五
二
八
号

判
決
が
あ
る
。
本
判
決
は
、「
行
政
機
関
は
名
宛
人
に
対
し
て
当
該
処
分
に
関
す
る
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
意
見
聴
取
を
行
っ
て
い
な
い
と
い
う
瑕
疵
の
み
を
理
由
と
し
て
、
当
該
処
分
を
取
り
消
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
す
る
。
そ

の
他
の
最
高
裁
判
所
の
判
決
も
同
様
に
、「
手
続
の
違
法
性
は
、
処
分
の
効
力
を
否
定
す
る
事
由
と
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
判
決
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
裁
判
所
は
、
手
続
の
瑕
疵
に
つ
い
て
、
極
め
て
簡
潔
な
こ
と
し
か
述
べ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
手

続
法
の
遵
守
・
展
開
に
は
、
行
政
裁
判
所
の
役
割
が
重
要
で
あ
る
。
と
く
に
、
モ
ン
ゴ
ル
の
よ
う
に
行
政
手
続
法
の
歴
史
が
浅
い
国
で

は
、
手
続
の
瑕
疵
を
理
由
に
行
政
処
分
を
取
り
消
す
と
い
う
「
手
続
志
向
的
」
な
立
場
を
と
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

裁
判
所
は
、「
実
体
志
向
的
」
な
立
場
を
と
り
つ
つ
も
、
判
決
を
通
じ
て
手
続
法
の
意
義
に
つ
い
て
よ
り
詳
細
な
解
釈
を
す
る
べ
き
で

あ
る
。

（
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お
わ
り
に

　

以
上
、
二
〇
一
五
年
の
行
政
一
般
法
に
お
け
る
不
利
益
処
分
手
続
の
制
度
・
運
用
状
況
・
法
改
正
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て

検
討
し
た
。
以
下
で
は
、
ま
ず
、
不
利
益
処
分
手
続
の
歴
史
的
遺
産
に
与
え
た
行
政
一
般
法
の
役
割
、
今
日
の
不
利
益
処
分
手
続
の
運

用
状
況
に
歴
史
的
遺
産
の
与
え
た
影
響
を
整
理
す
る
。
次
に
、
本
稿
の
検
討
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
不
利
益
処
分
手
続
の
問
題
を

解
決
す
る
た
め
に
い
か
な
る
解
決
策
が
考
え
ら
れ
る
か
を
ま
と
め
る
。

 

（
1
）　

不
利
益
処
分
手
続
の
歴
史
的
遺
産
と
二
〇
一
五
年
以
降
の
不
利
益
処
分
手
続

　

社
会
主
義
体
制
下
の
モ
ン
ゴ
ル
に
お
い
て
は
、
行
政
罰
の
賦
科
手
続
を
事
前
手
続
の
一
種
と
し
て
位
置
づ
け
る
「
歴
史
的
遺
産
」
は
、

一
九
九
二
年
の
民
主
主
義
移
行
後
も
な
お
継
承
さ
れ
た
。
並
行
し
て
、
民
主
主
義
移
行
後
か
ら
行
政
罰
以
外
に
も
公
務
員
の
懲
戒
処
分

な
ら
び
に
一
部
の
許
認
可
の
申
請
拒
否
・
停
止
・
取
消
処
分
に
つ
い
て
は
、
特
別
法
に
事
前
手
続
に
か
か
る
規
定
が
置
か
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
特
別
法
の
定
め
る
不
利
益
処
分
手
続
は
、
弁
明
の
機
会
の
付
与
の
み
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

一
九
二
四
年
か
ら
二
〇
一
五
年
ま
で
の
法
制
度
に
お
け
る
不
利
益
処
分
手
続
は
、
不
利
益
処
分
の
名
宛
人
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る
た

め
に
は
、
不
十
分
な
制
度
と
な
っ
て
い
た
。

　

そ
こ
で
、
二
〇
一
五
年
の
行
政
一
般
法
は
、
不
利
益
処
分
手
続
に
つ
い
て
統
一
的
な
規
定
を
設
け
た
点
で
、
重
要
な
意
義
を
持
っ
て

い
る
。
そ
の
内
容
も
、
不
利
益
処
分
の
名
宛
人
の
み
な
ら
ず
そ
の
他
の
関
係
者
の
告
知
・
意
見
陳
述
権
、
理
由
の
提
示
を
明
文
化
し
て

お
り
、
行
政
機
関
の
手
続
の
遵
守
の
た
め
の
監
督
書
の
仕
組
み
を
設
け
て
い
る
点
で
、
従
来
の
不
利
益
処
分
手
続
の
歴
史
的
遺
産
を
規

定
上
（
明
文
上
）、
根
本
的
に
変
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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た
だ
し
、
二
〇
一
五
年
の
行
政
一
般
法
制
定
以
降
も
、
行
政
罰
の
賦
科
手
続
を
不
利
益
処
分
手
続
の
一
種
と
し
て
考
え
る
歴
史
的
遺

産
が
、
今
も
な
お
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
が
本
稿
の
検
討
を
通
じ
て
明
確
に
な
っ
た
。

　

本
稿
で
二
〇
一
五
年
以
降
の
不
利
益
処
分
手
続
の
運
用
状
況
か
ら
、
行
政
実
務
で
は
、
手
続
に
対
す
る
消
極
的
な
姿
勢
が
あ
り
、
事

前
手
続
の
意
義
が
十
分
に
認
識
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
、
行
政
裁
判
所
は
、
手
続
規
定
を
実
体
的
判
断
に
従

属
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
行
政
実
務
お
よ
び
裁
判
官
の
事
前
手
続
に
対
す
る
認
識

は
、
行
政
一
般
法
が
制
定
さ
れ
る
前
に
も
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
二
〇
一
五
年
の
行
政
一
般
法
は
、
不
利
益
処
分

手
続
の
歴
史
的
遺
産
を
克
服
す
る
た
め
の
試
み
で
あ
っ
た
が
、
行
政
実
務
お
よ
び
裁
判
例
に
お
い
て
、
不
利
益
処
分
手
続
の
歴
史
的
遺

産
が
未
だ
に
な
お
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

 

（
2
）　

不
利
益
処
分
手
続
の
問
題
を
い
か
に
解
決
す
べ
き
か

　

本
稿
の
検
討
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
不
利
益
処
分
手
続
の
問
題
は
、
行
政
一
般
法
上
の
問
題
の
み
な
ら
ず
、
行
政
の
消

極
的
な
姿
勢
（
手
続
の
軽
視
）、
裁
判
官
の
手
続
の
軽
視
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
を
い
か
に

解
決
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。

　

①　

不
利
益
処
分
手
続
の
制
度
上
の
問
題
に
関
し
て

　

行
政
一
般
法
上
の
不
利
益
処
分
手
続
は
、「
規
定
上
」
従
来
の
制
度
を
改
善
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
大
陸
法
系
諸
国
の
先
進

的
な
制
度
を
単
純
に
「
移
植
」
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
移
植
」
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、「
公
正
か
つ
効
率
的
」
な
観
点
か
ら
の
慎

重
な
検
討
が
欠
け
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
、
不
利
益
処
分
手
続
に
関
す
る
国
独
自
の
歴
史
が
浅
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
と

（
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も
あ
れ
、
行
政
一
般
法
施
行
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
の
約
四
年
間
に
あ
る
程
度
の
経
験
（
試
行
錯
誤
）
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た

め
、
蓄
積
さ
れ
た
経
験
を
踏
ま
え
、
不
利
益
処
分
手
続
の
制
度
上
の
問
題
に
対
す
る
改
善
策
を
考
え
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
具
体

的
に
は
、
次
の
問
題
に
対
す
る
制
度
改
善
の
慎
重
な
検
討
が
望
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
際
に
日
本
に
お
け
る
学
説
・
裁
判
例
の
議
論
を
参

考
に
す
る
こ
と
が
有
意
義
で
あ
る
。

　

ま
ず
、「
公
正
か
つ
効
率
的
」
な
不
利
益
処
分
手
続
を
設
計
す
る
た
め
に
は
、
①
不
利
益
処
分
の
及
ぼ
す
不
利
益
の
程
度
に
よ
っ
て
、

正
式
手
続
と
略
式
手
続
と
に
分
け
る
こ
と
（
不
利
益
処
分
手
続
の
分
別
方
法
の
見
直
し
）、
②
す
べ
て
の
不
利
益
処
分
に
対
し
て
意
見

聴
取
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
意
見
聴
取
が
不
要
な
場
合
を
見
直
す
こ
と
が
必
要
が
あ
る
。
特
に
、「
軽
微
」
な
義
務
の
賦
課
を
内
容

と
す
る
不
利
益
処
分
の
場
合
、
不
利
益
処
分
の
内
容
が
客
観
的
な
資
料
に
よ
り
明
白
な
場
合
等
に
つ
い
て
は
、
意
見
聴
取
を
求
め
な
い

こ
と
が
行
政
の
効
率
性
の
観
点
か
ら
不
可
欠
な
措
置
と
な
る
。
ま
た
、
主
観
的
な
権
利
保
護
の
制
度
と
し
て
の
「
文
書
閲
覧
請
求
権
」

を
構
築
す
る
こ
と
が
、
名
宛
人
お
よ
び
そ
の
他
の
関
係
者
の
防
御
権
の
充
実
に
つ
な
が
る
。

　

次
に
、
以
下
の
制
度
を
モ
ン
ゴ
ル
で
取
り
入
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
よ
り
慎
重
な
検
討
が
望
ま
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
処

分
基
準
の
設
定
と
公
表
、
な
ら
び
に
、
意
見
聴
取
の
主
宰
者
制
度
な
ど
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
行
政
一
般
法
上
の
不
利
益
処
分
手
続
と
特
別
法
上
の
不
利
益
処
分
手
続
の
関
係
性
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最

初
に
は
、
一
般
法
と
特
別
法
の
関
係
、
一
般
法
の
適
用
除
外
の
分
野
な
ど
を
、
一
般
法
に
お
い
て
明
確
に
規
定
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の

次
の
課
題
と
し
て
困
難
で
は
あ
る
が
、
特
別
法
の
特
殊
性
を
考
慮
し
た
不
利
益
処
分
手
続
を
特
別
法
上
設
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
行
政
法
の
特
別
法
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
る
、
行
政
義
務
違
反
法
と
行
政
義
務
違
反
行
為
の
処
理
手
続
法
に
関
し
て
は
、

根
本
的
な
改
革
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
具
体
的
に
は
、
行
政
罰
の
賦
科
決
定
を
そ
の
性
質
に
よ
っ
て
、
①
行
政
刑
罰
、
②
秩
序

罰
に
区
別
し
て
、
不
利
益
処
分
に
該
当
す
る
「
行
政
罰
」
に
つ
い
て
は
、「
検
察
官
の
監
督
」
を
要
し
な
い
、
一
般
法
に
適
す
る
事
前
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手
続
を
設
け
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
際
に
、
日
本
で
行
わ
れ
て
い
る
議
論
で
あ
る
、
統
一
的
な
（
行
政
刑
罰
と

秩
序
罰
を
合
わ
せ
た
）
行
政
処
罰
法
の
必
要
性
、
行
政
刑
罰
と
秩
序
罰
の
区
別
基
準
、
秩
序
罰
（
過
料
）
に
関
す
る
統
一
的
な
手
続
法

制
に
関
す
る
議
論
を
参
考
に
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

②　

行
政
の
消
極
的
な
姿
勢
や
手
続
の
軽
視
に
関
し
て

　

行
政
の
消
極
的
な
姿
勢
や
手
続
の
軽
視
を
い
か
に
解
決
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
旧
社
会
主
義
国
に
お
け
る
法
制
度
が
変
更
さ
れ
て
も
、

合
理
的
に
執
行
さ
れ
な
い
の
は
、
行
政
に
奥
深
く
浸
透
し
て
い
る
（
ソ
ビ
エ
ト
型
行
政
法
に
基
づ
く
）
法
意
識
が
原
因
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
背
景
を
踏
ま
え
、
欧
米
や
日
本
と
い
っ
た
先
進
国
の
政
府
機
関
お
よ
び
支
援
機
関
は
、
モ
ン
ゴ
ル
を
含
む
体
制
移
行
国

に
対
し
て
法
整
備
支
援
を
行
う
際
に
、
行
政
組
織
に
お
け
る
人
材
の
法
学
教
育
や
育
成
を
取
り
組
み
の
一
つ
と
し
て
行
っ
て
き
た
。
た

だ
し
、
法
の
担
い
手
と
な
る
行
政
（
公
務
員
）
の
法
意
識
を
改
善
す
る
た
め
に
は
、
セ
ミ
ナ
ー
や
研
修
の
開
催
の
み
で
は
不
十
分
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
比
較
的
に
長
期
的
な
取
り
組
み
に
な
る
が
、
ま
ず
、
法
学
教
育
の
見
直
し
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

③　

裁
判
官
の
手
続
の
軽
視
に
関
し
て

　

モ
ン
ゴ
ル
で
は
、
行
政
手
続
に
関
す
る
一
般
的
か
つ
統
一
的
な
法
律
が
制
定
さ
れ
て
間
も
な
い
た
め
、
手
続
の
瑕
疵
の
み
を
理
由
に

処
分
を
取
り
消
す
こ
と
は
、
困
難
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
裁
判
官
は
、
判
決
に
お
い
て
「
手
続
重
視
」
の
見
解
を
示
す
こ
と
が
望
ま
れ

る
。
と
い
う
の
は
、
裁
判
所
が
手
続
重
視
の
見
解
（
解
釈
）
を
繰
り
返
し
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
政
の
現
場
に
お
け
る
手
続
へ
の
意

識
が
変
わ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
根
本
的
な
問
題
は
、
裁
判
官
の
手
続
に
対
す
る
意
識
を
い
か
に
改

革
す
べ
き
か
で
あ
り
、
法
学
部
で
の
教
育
か
ら
見
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
111
）

（
112
）
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モンゴルにおける不利益処分手続の展開（二・完）　
 

（
3
）　

今
後
の
課
題

　

こ
の
よ
う
に
、
モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
不
利
益
処
分
手
続
に
関
す
る
問
題
を
い
か
に
解
決
す
べ
き
か
を
容
易
に
結
論
づ
け
る
こ
と
が
可

能
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
問
題
な
の
は
、
旧
社
会
主
義
国
に
お
い
て
は
、
新
し
い
制
度
の
導
入
ま
た
は
制
度
改
善
は
、
形
式
的
に
は
容
易

に
行
わ
れ
る
が
、
そ
の
制
度
が
実
際
に
は
運
用
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
る
の
は
、
モ
ン
ゴ

ル
に
お
け
る
不
利
益
処
分
手
続
の
制
度
改
善
を
行
う
に
あ
た
り
、
日
本
の
行
政
手
続
法
お
よ
び
判
例
法
理
を
参
考
に
し
つ
つ
、
自
国
の

独
自
性
に
配
慮
し
た
「
実
現
可
能
」
な
制
度
を
つ
く
り
、
行
政
お
よ
び
裁
判
官
の
法
意
識
の
改
革
を
い
か
に
行
う
べ
き
か
と
い
う
問
題

で
あ
る
。
こ
う
し
た
、
詳
細
の
制
度
設
計
（
制
度
改
善
）
を
考
え
る
際
に
、
本
稿
が
重
要
な
手
が
か
り
に
な
る
こ
と
を
期
待
す
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

オ
ー
プ
ン
・
ソ
サ
エ
テ
ィ
財
団
（O

pen Society Foundations

）
の
在
モ
ン
ゴ
ル
支
部
・
ソ
サ
エ
テ
ィ
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
モ
ン
ゴ
ル

に
お
け
る
民
主
化
・
法
制
度
に
関
す
る
調
査
を
行
う
機
関
で
あ
る
。
在
モ
ン
ゴ
ル
オ
ー
プ
ン
・
ソ
サ
エ
テ
ィ
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
詳
細
な
活
動
に

つ
い
て
は
、https://forum

.m
n/en/index.php?sel=project&

m
enu_id=416

を
参
照
（2019.12.05 

最
終
確
認
）。

在
モ
ン
ゴ
ル
オ
ー
プ
ン
・
ソ
サ
エ
テ
ィ
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
実
施
し
た
行
政
一
般
法
の
運
用
状
況
に
関
す
る
調
査
結
果
は
、https://

forum
.m

n/res_m
at/2017/M

onitoring.pdf

で
公
開
さ
れ
て
い
る
（2019.12.05

最
終
確
認
）。

Н
ээлттэй нийгэм хүрээлэн. Захиргааны

 ерөнхий хуулийн хэрэгж
илт /2017 оны

 7 дугаар сар/.3 дугаар хуудас.

Н
ээлттэй нийгэм хүрээлэн,Ө

мнөх иш
лэл 86. 2 хуудас.

Н
ээлттэй нийгэм хүрээлэн,Ө

мнөх иш
лэл 86. 2 хуудас.

Н
ээлттэй нийгэм хүрээлэн,Ө

мнөх иш
лэл 86. 2 хуудас.

Н
ээлттэй нийгэм хүрээлэн,Ө

мнөх иш
лэл 86. 6 хуудас.

O
SF

が
開
示
し
た
資
料
は
、
各
行
政
機
関
の
処
分
に
関
す
る
決
定
書
の
謄
本
及
び
当
該
処
分
に
つ
い
て
の
チ
ェ
ッ
ク
用
紙
が
含
ま
れ
て

い
た
。
た
だ
、
チ
ェ
ッ
ク
用
紙
に
処
分
の
番
号
や
日
付
、
処
分
の
内
容
は
記
入
さ
れ
て
い
る
が
、
当
該
処
分
に
関
す
る
決
定
書
の
謄
本
が
添
付

（
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）

（
85
）

（
86
）

（
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）

（
88
）

（
89
）

（
90
）

（
91
）
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さ
れ
て
い
な
い
ケ
ー
ス
も
多
く
み
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
当
該
処
分
が
個
人
情
報
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
非
公
開
と
さ
れ
た
と
推
測
で
き

る
。Х

аннс-Зайделийн сан, Эрх зүйн боловсрол академи. Захиргааны
 ерөнхий хуулийн хэрэгж

илтэнд хийсэн судалгаа. 2018 

он. 172 хуудас.

Х
аннс-Зайделийн сан, Эрх зүйн боловсрол академи. Ө

мнөх иш
лэл 92. 175 хуудас.

Х
аннс-Зайделийн сан, Эрх зүйн боловсрол академи. Ө

мнөх иш
лэл 92. 176 хуудас.

Х
аннс-Зайделийн сан, Эрх зүйн боловсрол академи. Ө

мнөх иш
лэл 92. 183 хуудас.

Х
аннс-Зайделийн сан, Эрх зүйн боловсрол академи. Ө

мнөх иш
лэл 92. 102 хуудас.

Х
аннс-Зайделийн сан, Эрх зүйн боловсрол академи. Ө

мнөх иш
лэл 92. 175 хуудас.

行
政
一
般
法
の
八
回
の
改
正
の
う
ち
三
回
（
二
〇
一
六
年
一
二
月
一
日
改
正
、
二
〇
一
七
年
一
二
月
二
一
日
改
正
、
二
〇
一
九
年
三
月
二

二
日
改
正
）
は
、
字
句
的
な
修
正
で
あ
り
、
そ
の
他
の
改
正
（
二
〇
一
七
年
五
月
一
八
日
改
正
、
二
〇
一
九
年
四
月
一
八
日
改
正
、
同
年
五
月

九
日
改
正
、
同
年
六
月
一
三
日
、
二
〇
二
〇
年
一
月
二
三
日
改
正
）
は
、
概
念
的
な
改
正
で
あ
っ
た
。
概
念
的
な
改
正
は
、
三
条
一
項
（
適
用

除
外
）、
三
条
二
項
か
ら
四
項
（
特
別
法
と
の
関
係
）、
三
七
条
一
項
（
行
政
処
分
の
定
義
）
を
対
象
に
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
改
正
の
内

容
を
簡
易
に
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

・
三
条
一
項
四
号
・
三
七
条
一
項
の
改
正　

行
政
罰
賦
科
決
定
は
、
行
政
処
分
な
の
か
、
行
政
罰
賦
科
手
続
は
、
行
政
一
般
法
の
適
用
を
受

け
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

・
三
条
二
項
・
三
条
三
項
の
改
正　

行
政
一
般
法
と
特
別
法
の
関
係
を
い
か
に
位
置
付
け
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

・
三
条
一
項
七
号
の
改
正　

議
会
の
政
治
的
決
定
を
執
行
す
る
た
め
に
行
っ
た
内
閣
の
決
定
を
い
か
に
解
釈
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

・
三
条
一
項
八
号
の
新
設　

人
権
保
護
委
員
会
の
決
定
を
行
政
一
般
法
の
適
用
除
外
に
す
る
と
い
う
新
規
の
改
正
で
あ
る
。

Х
аннс-Зайделийн сан. Эрх зүйн боловсрол академийн Захиргааны

 ерөнхий хуулийн хэрэгж
илтийн судалгааны

 хүрээнд 

гарсан салбары
н эрдэмтдийн санал, нийтлэл. Х

авсралт 8. 7 хуудас.

Ц
.Ц

огт. Ө
мнөх иш

лэл 53. 20 хуудас.

Х
аннс-Зайделийн сан. Эрх зүйн боловсрол академийн Захиргааны

 ерөнхий хуулийн хэрэгж
илтийн судалгааны

 хүрээнд 

（
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モンゴルにおける不利益処分手続の展開（二・完）　
гарсан салбары

н эрдэмтдийн санал, нийтлэл. Х
авсралт 9.2 хуудас.

Ц
.Ц

огт. Ө
мнөх иш

лэл 53. 20 хуудас.

モ
ン
ゴ
ル
の
裁
判
所
法
（
二
〇
一
二
年
）
七
条
四
項
に
よ
れ
ば
、
裁
判
所
は
、
争
訟
を
裁
判
す
る
際
に
、
当
該
裁
判
に
使
わ
れ
る
法
律
が

憲
法
に
違
反
し
て
い
る
と
考
え
た
場
合
、
当
該
争
訟
の
裁
判
を
停
止
し
、
そ
の
旨
を
最
高
裁
判
所
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ

て
い
る
。
最
高
裁
判
所
は
、
当
該
申
出
に
根
拠
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
は
、
憲
法
裁
判
所
に
当
該
法
律
の
違
憲
性
に
つ
い
て
申
し
出
る
（
同
条

五
項
）。
モ
ン
ゴ
ル
の
憲
法
裁
判
所
は
、
最
高
裁
判
所
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
は
、
法
律
ま
た
は
議
会
の
決
議
の
違
憲
審
査
を
行
う
（
憲
法
訴

訟
法
一
三
条
一
項
一
号
と
一
六
条
一
項
）。

憲
法
裁
判
所
判
決
、
裁
判
例
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、https://w

w
w

.legalinfo.m
n/law

/details/13813?law
id=13813

を
参
照

（2020.06.03

最
終
確
認
）。

こ
の
改
正
以
降
の
裁
判
例
は
少
数
で
あ
る
が
、
特
別
法
に
お
い
て
手
続
規
定
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
行
政
一
般
法
上
の
手
続
が
適
用
さ
れ

る
べ
き
と
し
て
い
る
裁
判
例
が
現
れ
て
い
る
。
他
方
、
例
え
ば
、
鉱
物
資
源
の
採
掘
許
可
の
取
消
し
に
関
す
る
高
等
裁
判
所
の
判
決
は
、「
鉱

物
資
源
の
採
掘
・
使
用
の
許
可
に
関
す
る
手
続
規
定
は
、
鉱
物
資
源
法
で
詳
細
に
規
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
行
政
一
般
法
三
条
四
号
の
規
定
に

よ
ら
ず
、
特
別
法
が
適
用
さ
れ
る
」
と
解
し
て
い
る
裁
判
例
も
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
、
大
蔵
省
の
行
っ
た
入
札
の
取
消
し
に
関
す
る

訴
訟
、
ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル
市
第
一
審
行
政
裁
判
所
二
〇
一
九
年
一
〇
月
一
〇
日
七
三
〇
号
判
決
、http://new

.shuukh.m
n/

zahirgaaanhan/5943/view

を
参
照
（2020.06.03
最
終
確
認
）、
鉱
物
資
源
の
採
掘
許
可
の
取
消
し
に
関
す
る
訴
訟
、
高
等
行
政
裁
判
所
二

〇
一
九
年
九
月
一
〇
日
〇
四
七
三
号
判
決
、http://new

.shuukh.m
n/zahirgaadavah/3024/view

を
参
照
（2020.06.03

最
終
確
認
）
な

ど
が
あ
る
。

Х
аннс-Зайделийн сан, Эрх зүйн боловсрол академи. Ө

мнөх иш
лэл 92. 16 хуудас.

Х
аннс-Зайделийн сан, Эрх зүйн боловсрол академи. Ө

мнөх иш
лэл 92. 16 хуудас.

П
.О

дгэрэл. Ө
мнөх иш

лэл 57. 211 хуудас.

土
地
占
有
権
の
取
消
処
分
に
対
す
る
取
消
訴
訟
、
最
高
裁
判
所
二
〇
一
九
年
一
〇
月
二
三
日
三
三
八
号
判
決
、http://new

.shuukh.
m

n/zahirgaahyanalt/2061/view

を
参
照
（2020.06.03

最
終
確
認
）。

ド
ゥ
ル
グ
ー
ン
・
前
掲
注
（
7
）、
阪
大
法
学
六
九
巻
六
号
、
二
四
八
頁
以
下
。

（
102
）

（
103
）

（
104
）

（
105
）

（
106
）

（
107
）

（
108
）

（
109
）

（
110
）
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日
本
に
お
け
る
統
一
的
な
行
政
処
罰
法
制
に
つ
い
て
は
、
市
橋
克
哉
「
日
本
の
行
政
処
罰
法
制
」
名
古
屋
大
学
法
政
論
集
一
四
九
号
（
一

九
九
三
年
）
一
〇
九
頁
以
下
、
過
料
手
続
の
統
一
的
な
法
制
に
つ
い
て
は
、
真
島
信
英
「
行
政
罰
た
る
過
料
に
よ
る
制
裁
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る

研
究
─
─
わ
が
国
と
ド
イ
ツ
の
過
料
手
続
に
関
す
る
比
較
研
究
を
中
心
と
し
て
─
─
」
亜
細
亜
法
学
四
九
巻
一
号
（
二
〇
一
四
年
）
二
五
頁
以

下
を
参
照
。

例
え
ば
、
日
本
は
、
市
場
経
済
化
や
グ
ッ
ド
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
構
築
に
向
け
た
改
革
に
対
す
る
支
援
と
し
て
、
ア
ジ
ア
地
域
を
中
心
に
様
々

な
法
制
度
・
司
法
制
度
の
整
備
に
関
す
る
協
力
を
行
っ
て
い
る
。
特
に
、
ベ
ト
ナ
ム
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ラ
オ
ス
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
、
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
、
中
国
お
よ
び
モ
ン
ゴ
ル
の
七
ヵ
国
が
法
整
備
支
援
の
重
点
国
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
法
整
備
支
援
は
、
①
ル
ー
ル
作
り
、
②
法

運
用
組
織
の
機
能
の
強
化
、
③
市
民
の
リ
ー
ガ
ル
・
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
、
④
そ
れ
ら
を
支
え
る
人
材
の
適
切
な
育
成
と
い
う
四
つ
の
観
点
か

ら
行
わ
れ
る
こ
と
が
重
要
と
さ
れ
て
い
る
。
国
際
協
力
機
構
「
法
整
備
支
援
」（
平
成
二
三
年
三
月
）
二
三
頁
以
下
。

（
111
）

（
112
）
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